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第３章 地域公共交通の理念・将来像 1 

１．理念・将来像 2 

 前述の課題を踏まえ、その解決に向けた方向性を定めるため、埼玉県における地域公共交通の目指す3 

べき理念と将来像を設定します。 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

⚫ 急速な高齢化により、自らの足で移動を賄うことが難しくなる中、県民の生活の基盤である移動26 

を守るためには、自動車が無くても活動できる地域公共交通の充実が求められています。 27 

⚫ 一方で、コロナ禍の影響等に伴う公共交通の利用者減少や担い手不足が進む中で、本県の地域公28 

共交通はその持続可能性が低下してきています。 29 

⚫ 高齢化の進行、生産年齢人口の減少等により、少ないリソースでの対応が求められており、現状30 

の地域公共交通を維持することも厳しい状況にある中で、今後も踏まえた対策を実施するために31 

は各地域の実情に合わせた計画的な事業展開が必要となってきます。 32 

⚫ そのため、国や県、市町村、交通事業者など多様な関係者が地域課題を「我が事」として捉え、33 

持続可能な地域公共交通に向けた手法を検討していく必要があります。 34 

⚫ 持続可能な地域公共交通の実現には第一に担い手の確保が重要となりますが、公共交通の担い手35 

不足は一朝一夕に解決できるものではなく、効率的な運行による生産性の向上や新たな手段の活36 

用によるサービス水準の維持・利便性の向上なども同時に検討していく必要があります。 37 

多様な関係者が共通の目標に向かって、埼玉県にとって必要な地域公共交通をデザインし、活性38 

化させていくことで、積極的に地域公共交通を選択することができるネットワークを構築し、誰39 

もが安心して移動ができる埼玉県の実現を目指していきます。  40 

利便性の高い地域公共交通ネットワークが構築されるとともに、 

いつでもどこでも地域公共交通を利用できる環境が整った、 

誰もが安心してスムーズに移動できる埼玉県 

将来像 

《理念１》守る 《理念２》育てる

県民の暮らしを守るため、 

生活基盤である移動手段を充実させ、 

持続可能な公共交通を構築する 

新たな技術の活用など課題解決に 

向けた具体的な手法を探り、 

生産性、利便性の高い公共交通を 

構築する 
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２．将来像実現に向けた各主体の役割 1 

 ここでは、地域公共交通活性化再生法における各主体の役割を整理します。地域公共交通において各2 

主体が担うべき役割を具体的に明確化した上で、対応方針、具体的な施策の検討に反映していきます。 3 

 4 

（１）国の役割 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 ⇒国の役割としては、公共交通に関する施策の総合的な策定や公共交通サービス・ネットワークに 12 

  関する情報収集を行い、県及び市町村に対する制度的、技術的な指導、助言が求められています。 13 

  また、市町村の協議会等における合意形成の支援や、県及び市町村とともに担い手確保に関する 14 

  取組を推進し、必要に応じて財政的な支援を実施することも求められています。 15 

 16 

     17 

（２）県の役割 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 ⇒県の役割としては、広域的な見地から地域の実情を踏まえた公共交通に関する施策の策定や公共 26 

  交通サービス・ネットワークに関する市町村への情報発信、助言が求められています。 27 

  また、単独市町村では対応が難しい広域的路線に関する調整や網羅的なデータの共有、県内先進 28 

  事例に関する横展開など市町村、事業者と連携を図りつつ主体的な取組を実施していくことが求 29 

  められています。 30 

   その他、市町村の協議会等における合意形成の支援や、国及び市町村とともに担い手確保に関す 31 

   る取組を推進し、必要に応じて財政的な支援を実施することも求められています。 32 

  33 

【地域公共交通活性化再生法第 4条第 1項】 

 国は、地方公共団体、公共交通事業者等その他の関係者が行う地域旅客運送サービスの持続

可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するために必要となる情報

の収集、整理、分析及び提供、助言その他の援助、研究開発の推進並びに人材の養成及び資質

の向上に努めなければならない。 

【地域公共交通活性化再生法第 4条第 2項】 

 都道府県は、市町村、公共交通事業者等その他の関係者が行う地域旅客運送サービスの持続

可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、各市町村の区域を

超えた広域的な見地から、必要な助言その他の援助を行うとともに、市町村と密接な連携を図

りつつ主体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性

化及び再生に取り組むよう努めなければならない。 
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（３）市町村の役割 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 ⇒市町村の役割としては、地域住民の移動手段の確保など、地域の公共交通に関する課題解決に 7 

  向け、主体的な役割を発揮することが求められています 8 

  市町村が中心となって、交通事業者や住民など地域の多様な関係者と地域公共交通の活性化に 9 

  向けた検討体制を構築し、目指すべき地域公共交通のあり方を協議し、都市の将来像を描いてい 10 

  くことが求められています。 11 

  また、日ごろから地域の交通事業者と連携し、地域内の公共交通に関するデータを調査検証して 12 

  いくことや国及び県とともに担い手確保に関する取組を推進していくことも重要です。 13 

 14 

 15 

（４）交通事業者の役割 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 ⇒交通事業者の役割としては、第一に安全で安定的な公共交通サービスの提供が求められています。 21 

  また、公共交通のサービスを継続するため、安全性や利便性の向上に努め、多様な関係者への情 22 

  報提供を実施することも求められています。 23 

  さらには、運行情報等に関する県民への分かりやすい提供や利用促進を図ることも重要です。 24 

  25 

【地域公共交通活性化再生法第 4条第 3項】 

 市町村は、公共交通事業者等その他の関係者と協力し、相互に密接な連携を図りつつ主体的

に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に

取り組むよう努めなければならない。 

【地域公共交通活性化再生法第 4条 4項】 

 公共交通事業者等は、自らが提供する旅客の運送に関するサービスの質の向上並びに地域公

共交通の利用を容易にするための情報の提供及びその充実に努めなければならない。 
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第４章 地域公共交通の課題への対応方針 1 

 国や市町村、事業者など多様な関係者と連携して、県とともに目指す公共交通の将来像の実現に向け、2 

これまでにまとめた課題への対応に係る方向性を示します。 3 

 この方向性については、４つの方針に整理して検討することとし、それぞれの対応方針における具体4 

的な施策を提示します。 5 

 6 

 １．４つの対応方針 7 

 「第２章 ２ 埼玉県の地域公共交通の課題」で示した課題については、複合的な対応が必要となりま8 

す。本県における地域公共交通の目指すべき将来像に向かうための方針として、４つの方向性を示しま9 

す。 10 

 11 

課 題   

（１） 

地域特性等

の視点から

の課題 

①まちづくりと連携した生産性の 

 高い公共交通ネットワークの 

 構築 

②地域公共交通計画の策定と 

 見直し 

（２） 

地域公共交

通の現状の

視点からの

課題 

①県民が不自由なく移動できる 

 交通ネットワークの構築 

②沿線自治体と連携した地域鉄道 

 の活性化支援 

③公共交通の担い手不足に対する 

 取組の拡充 

（３） 

県民ニーズ

の視点から

の課題 

①高齢者や学生など自動車利用 

 できない方が安心して移動 

 できるネットワークの構築 

②市町村域を超えるネットワーク 

 の充実 

③地域に応じた交通サービス水準 

 の確保 

 12 

 13 

 14 

 15 

対応方針２ 

既存地域公共交通の維持・

充実 

対応方針１ 

地域の将来像実現に向けた

地域公共交通の創造 

対応方針３ 

新たな手段の活用等による

地域公共交通の更なる活性

化 

対応方針４ 
公共交通分野における 

担い手の確保・育成 
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２．対応方針と具体的な施策の検討 1 
 2 

 対応方針１ 地域の将来像実現に向けた地域公共交通の創造 3 
 4 

 本県は 700万人を超える人口を有していますが、今後は少子高齢化が進み、全国トップクラスのスピ5 

ードで高齢化が進んでいくと言われています。 6 

 高齢化の進展に伴い、移動に不便を感じる県民が増加する中、地域公共交通は事業者の経営悪化や深7 

刻な運転手不足などにより、持続可能性が低下しています。 8 

 地域公共交通は県民の生活を支える基盤であり、地域の活力を向上するためには「まちづくり」と連9 

携した利便性が高く、持続可能な地域公共交通ネットワークの構築が必要となります。 10 

 そのためには、行政が主体となり、多様な関係者とともに、地域の課題を「我が事」として捉え、地11 

域公共交通の目指すべき姿を示すことが求められています。 12 

 公共交通の需要動向を適切に把握し、都市の目指すべき将来像にとって必要な地域公共交通の役割が13 

いかなるものか関係者間で合意形成を図り、地域ごとの具体的な手法を探ることが求められています。 14 

 利用状況や収支状況を踏まえつつ、地域公共交通計画等で定めた目指すべき姿に向かうため、地域全15 

体の交通ネットワークの見直し・再編に取り組むことで地域公共交通を活性化していくことが求められ16 

ています。地域ニーズ等を踏まえ、コミュニティ交通等を導入する場合には、地域を運行している既存17 

の民間バス、タクシー事業とのバランスを踏まえ、必要な調整を行うことも必要です。 18 

 また、本県では、超少子高齢社会を見据えた市町村の「コンパクト」「スマート」「レジリエント」の19 

3 つの要素を兼ね備えた持続可能なまちづくりを県が支援するプロジェクトである「埼玉版スーパー・20 

シティプロジェクト」を推進しています。各拠点間を地域公共交通が有機的につなぐことでコンパクト21 

なまちづくりの形成を推進していくなど、まちづくりを含めた幅広い施策において、地域公共交通がど22 

のような役割を果たすべきか検討していくことが求められています。 23 

  24 

 25 

《具体的な施策》 26 

・地域公共交通の目指すべき姿を示す計画の策定と状況にあわせたアップデート 27 

・公共交通ネットワークの再構築 28 

・埼玉版スーパー・シティプロジェクトなど まちづくりを含めた幅広い施策との連携 29 

  30 
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《具体的な施策》 1 

・地域公共交通の目指すべき姿を示す計画の策定と状況にあわせたアップデート 2 

 ◎施策の方向性 

⚫ 地域公共交通活性化協議会（以下、協議会という。）を設置し行政、事業者だけでなく、利用

者となる県民や、医療、福祉、教育、観光、経済など多様な関係者とともに、目指すべき地域

公共交通の構築に向けた協議を実施します。（市町村、県、国、事業者） 

⚫ 市町村が開催する協議会における合意形成の支援や、必要に応じて財政的な支援、周辺市町村

や関係事業者との調整を実施します。（県、国） 

⚫ コロナ禍後における社会情勢の変化等を踏まえ、地域公共交通の目指すべき姿に対し、現状で

どれほどのギャップが生じているか、モビリティデータを活用しながら多様な関係者と議論

を深め、実質化された地域公共交通計画にアップデートしていきます。（市町村） 

⚫ 広域行政としての観点で主体的にデータ整備・提供、事例の横展開に努めます。（県） 

⚫ 「地域公共交通のアップデートガイダンス等により、各市町村等が計画を策定、改定する際の

統一的な考え方等に関する技術的な助言を実施します。（国） 

⚫ 県、市町村に対して、現状把握等に必要な情報提供を実施します。（事業者） 

 

◎具体的な事例 

■ 県内の法定計画等の策定状況（再掲） 

 県内では、令和 6 年度末において、2/3 程度の 40 市町村で地域公共交通計画の策定が進んでい

ます。これらの自治体では、今後数年以内に現行計画における改訂時期を迎える自治体も多く、現

行計画の達成状況等の評価を行い、実質化された地域公共交通計画にアップデートしていくこと

が求められています。 
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■ 静岡県沼津市における住民参画 

 静岡県沼津市では、市による出前講座などを通じて、公共交通に関心を高めた住民が、自治会

の分科会として自ら「公共交通推進住民協議会」を設置するなど、公共交通に対する市民の関心

が高く、協議会の場で住民を交えた活発な議論が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典）「地域公共交通計画」の実質化に向けた検討会 中間とりまとめ 
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■ 秩父市地域公共交通計画に記載されている計画目標 

 秩父市では、設定した数値目標において、住民がどの程度努力をすれば目標を達成できるのか

（例えば、利用回数をどのくらい増やせばいいのか）ということが記載されており、わかりやす

く目標設定がされています。 

 また、地域の強みである観光という視点を取り入れた数値目標を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）秩父市地域公共交通計画 
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■ KPI・目標値の設定の考え方 

 地域における状況（人口・世帯の状況、生活拠点、既存交通手段など）を踏まえると、幅広い施

策分野における地域公共交通が果たすべき役割は各地域によって異なります。 

 それぞれの地域において、地域公共交通が目指すべき基準に到達しているかどうか評価するた

め、各地域が目指す姿に応じた目標設定を行うことが必要となります。 

 国が策定している「地域公共交通のアップデートガイダンス」では、KPI・目標値の設定に関し

て、それぞれの項目に合わせた「設定のねらい」や算出にあたっての具体的な考え方が示されてい

ますので、目標値設定の検討において参考としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）地域公共交通計画の「アップデートガイダンス Ver1.0」 

 

  1 
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・公共交通ネットワークの再構築 1 

 ◎施策の方向性 

⚫ 市町村が主体となり、協議会において、各モードにおける地域公共交通がどのような役割を果

たすべきか整理し、再構築の案を検討します。（市町村、県、国、事業者） 

⚫ 地域ニーズ等を踏まえ、民間のバス、タクシー事業者と調整し、コミュニティ交通等の導入を

検討します。（市町村） 

⚫ 地域公共交通の利便性向上や利用促進を図るために実施される新たなモビリティサービスの

導入やコミュニティバスやデマンド交通の再編に係る支援を実施します。（県） 

⚫ 市町村や事業者を集めた研修会等において、再構築事例の横展開を実施します。（県） 

⚫ 再構築に関するモデルとなり得る全国の先進事例に関する情報を収集し、随時、情報共有を行

います。（国） 

⚫ エリア一括協定運行事業4 など特定の事業に関する集中的な支援を実施し、交通再編を促進し

ます。（国） 

⚫ 市町村が実施する再構築事業に関する協力、新規事業への参入を検討します。（事業者） 

 

◎具体的な事例 

■ 地域の実情に合わせた地域公共交通の再編 

 地域公共交通に関する現状分析を実施し、移動に関する課題が生じている場合には、各モード

における地域公共交通がどのような役割を果たすべきか整理し、まちづくり施策を踏まえた公共

交通軸の設定や拠点間を意識的に結びつけるなど、県民が不自由なくスムーズに移動できる地域

公共交通ネットワークの見直し・再編を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）地域公共交通計画の「アップデートガイダンス Ver1.0」 

 
4 地方公共団体と乗合バス事業者等の間において、複数年かつエリア単位で交通サービス等その他の実施方

法に関する協定を締結し、当該協定に基づき運行する事業であって、利便増進実施計画に、当該協定に定め

られた実施方法に関する事項が記載されたもの 
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■ 拠点を集約し乗継利便性を向上させる交通ネットワークの再編（北上市、足利市） 

 岩手県北上市では、中心街のバス停が分散し、系統により停車するバス停が異なるため、各バス

停の運行本数が少ない状況であった従来のバス路線を見直し、中心街のツインモールプラザ（さく

ら野百貨店）を交通拠点「まちなかターミナル」として整備し、全路線を「北上駅」・「まちなかタ

ーミナル」を通過するよう設定し、両拠点を中心とした分かりやすいバスネットワークを形成した

結果、まちなかへの集客に貢献しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）北上市地域公共交通網形成計画 

 

 栃木県足利市では、足利赤十字病院が郊外移転することを契機に、「足利市生活路線バス」の大

規模な再編を実施。大規模小売店である「アピタ」を路線のターミナルとして設定し、すべての路

線が東武足利市駅とアピタを経由させることとしました。このほか、足利赤十字病院の外来受付時

間帯に路線バスで到着できる区域の拡大、輸送力の増大などを実施し、利用者数は再編後９年連続

で対前年比で増加し、再編前に比べて倍増しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）足利市地域公共交通網形成計画、足利市路線バスあしバス時刻表 

 

 

＜系統図＞ ＜ネットワーク構成＞ 

＜系統図＞ ＜路線・系統再編のイメージ＞ 

アピタ 

東武足利市駅 

北上駅 

まちなか 

ターミナル 
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■ 松本地域におけるエリア一括協定運行事業 

 令和 5年 10月の地域公共交通活性化再生法の改正に伴い、エリア一括協定運行事業が創設され

ました。この事業は、自治体と交通事業者が複数年・エリア単位で、一括運行する協定を締結し、

自治体は一括運行の委託費用として費用負担を実施し、協定期間中に経営改善により生じた収益

は交通事業者に原則として帰属されます。 

 行政が主体による地域全体としての中長期的な経営戦略が可能となり、ネットワーク統合によ

る生産性の向上、事業者と自治体が連携して地域交通を改善するインセンティブが発揮されるこ

とが期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）北陸信越運輸局 令和６年度地域公共交通セミナー資料 

 松本地域の路線バス「まつもと公設民営バス（ぐるっとまつもと）」は、官民共創事業としてア

ルピコ交通株式会社と 5 年間の協定による運行を開始。利便性の向上や利用者の増加に向けて取

り組みを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）松本市ホームページ 
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■ データを活用した交通ネットワークの再編 

 県では、交通関連ビッグデータ（携帯電話等から収集した位置情報を基にした人の滞留や流動状

況のデータ）を用いて交通ネットワーク再編に活用する手法を検討するモデル事業を実施し、モデ

ル地域における具体的な交通ネットワークの再編案について、ビッグデータを活用した手法を整

理し、「データ活用による交通ネットワーク再編事業報告書」を取りまとめています。 

 交通関連ビッグデータは他の統計資料とは異なり、移動データがリアルタイムで蓄積されるこ

とから、直近のデータをすぐに取得することが可能です。 

 効率的・効果的な交通サービスを実現するための一つの手法として参考としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）データ活用による交通ネットワーク再編事業報告書（埼玉県） 

■ 県及び国の支援制度の活用 

 県や国では、市町村や事業者が課題解決のために実施する交通再編を含めた様々な取組に対

し、支援を実施しています。事業の内容によって特別交付税措置の対象となる場合もありますの

で、関係部署とも連携し積極的な検討が期待されます。 

 県や国の支援制度を活用することで、事業の拡充や前倒しにつなげることが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）関東運輸局ホームページ 公共交通に関する支援メニュー集 

1 
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・埼玉版スーパー・シティプロジェクトなど まちづくりを含めた幅広い施策との連携 1 

 ◎施策の方向性 

⚫ まちづくり、観光振興、商業、健康・医療・福祉、教育、環境など幅広い政策分野における地

域の目指す将来像を確認し、地域公共交通の目指すべき役割を検討します。（市町村） 

⚫ 医療、福祉、教育、観光、経済など多様な関係者が参画する協議会を設置します。（市町村） 

⚫ 交通と密接に関係するまちづくりについて、県内各市町村が、「コンパクト」「スマート」「レ

ジリエント」の 3 つの要素を兼ね備えた持続可能なまちづくりを進めていくため、埼玉版ス

ーパー・シティプロジェクトを推進し、個別施策における財政的支援や各分野におけるマッチ

ング支援など全庁横断で支援します。（県） 

⚫ 都市機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと地域公共交通の連携により、『コンパクト・

プラス・ネットワーク』のまちづくりを進めていきます。（市町村、県） 

⚫ コンパクト・プラス・ネットワーク促進に向けた制度設計を行い、技術的助言を実施します。

（国） 

 

◎具体的な事例 

■ 立地適正化計画との連携 

 都市全体の構造を見渡しながら、居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の誘導など、まち

づくりと連携した地域公共交通ネットワークの形成促進のため、まちづくりの指針となる立地適

正化計画と連動させ、地域公共交通計画を作成、アップデートすることで、コンパクト・プラ

ス・ネットワークのまちづくりを目指すことが求められています。 

 県内では、立地適正化計画が策定できる 61市町のうち、令和 7年 3月時点で 36市町で立地適

正化計画が策定されています。また、策定中の自治体も含めると、地域公共交通計画、立地適正

化計画ともに策定をしている自治体は 36市町となっています。 

 県では、毎年、県内市町村を対象とした「コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり検

討会議」を開催し、市町村に対し、先進事例等の横展開を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域公共交通計画（令和 7年 6 月時点）及び立地適正化計画（令和 7 年 3 月時点）の策定状況 
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■ 和光市版スーパーシティ構想 

 和光市では、埼玉版スーパー・シティプロジェクトの中で、新たに整備を予定している駅北側の

交通拠点及び和光北インターチェンジ周辺の産業拠点をはじめ、市内の公共施設、医療施設や商業

施設などの各拠点が有機的に結ばれたスマート交通システム（和光版 MaaS ）を構築し、和光版

MaaS を基軸とした市内全体のネットワーク化により、コンパクトで自立した都市づくりを推進

し、来る高齢化社会に対応したまちの実現を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）和光市版スーパーシティ構想 地域まちづくり計画 

 

■ 地域の観光資源を活用したバス利用促進 

 県では、秩父地域における強みである観光資源を活用

し、路線バスをはじめとした公共交通を活用した観光モ

デルコースを紹介しています。 

 公共交通の利用促進に向けては、来街者等をターゲッ

トとした観光施策との連携も重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    出典）埼玉県ホームページ 

  1 
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 対応方針２ 既存地域公共交通の維持・充実 1 
  2 

 コロナ禍における経営悪化や 2024 年問題も相まって、担い手不足が深刻となっており、採算性の低3 

い路線だけでなく、需要がある路線についても廃止や減便となるケースが発生してきています。 4 

 民間バス路線の廃止に伴う県民の移動手段の確保、交通空白の解消を図るため、コミュニティ交通を5 

導入する市町村は多く、県内でも多くの自治体で運行されていますが、近年の運転手不足の影響で市町6 

村が運行するコミュニティバスも減便や廃止等、見直しをせざるを得ないとなるケースも発生していま7 

す。 8 

 利用者状況も踏まえつつ、車両のダウンサイジングによる運行事業者の範囲拡大、複数の事業者によ9 

る運行など、様々な手法で県民の移動手段を守り、充実させていくことが求められています。 10 

 バスの代替手段として、デマンド交通や公共ライドシェアが運行されている地域もありますが、公費11 

負担の増加や市町村域を越える移動に支障が生じている可能性もあるなど、移動利便性や持続可能性が12 

低下しています。  13 

 コミュニティ交通等の運行は、公費負担の増加による持続可能性が危惧されますが、一方で、地域公14 

共交通を持続可能にするためには、その移動手段を魅力的なものとし利用者増を図ることが必要であり、15 

そのためには一定の人材や資金を投入することが必要です。導入した交通手段については、都市全体で16 

の利益（社会的価値）の向上に向けた投資と捉え、一交通手段に関する「収支率」のみに着目するので17 

はなく、都市全体における地域公共交通の貢献度を評価することが重要となります。 18 

 令和 5 年 10 月に施行された地域公共活性化再生法の改正に伴い変更された「地域公共交通の活性化19 

及び再生の促進に関する基本方針」において、「官民や交通事業者間、他分野との垣根を越えた連携と協20 

働を進めること」が明記されるなど、既存の公共交通以外の移動手段を有効に活用し、サービス水準の21 

維持・充実を図り、持続可能な地域公共交通サービスを構築することが求められています。 22 

 県内唯一の地域鉄道である秩父鉄道は、県内の鉄道ネットワークの充実に寄与し、通勤通学をはじめ23 

とした沿線住民の日常の交通手段として、また、観光振興にも活用されています。 24 

 大量輸送という大きな強みを有する鉄道を活性化することは、当該地域だけでなく、県全体の価値向25 

上につながります。そのため、沿線自治体と連携し、安全輸送に関する設備整備や人材の確保状況等、26 

秩父鉄道の状況を注視し、必要に応じた支援を実施することが重要です。 27 

 28 

《具体的な施策》 29 

・交通空白の解消・防止 30 

・地域公共交通の枠組みの拡大 31 

・観光施策と連携した地域鉄道の活性化  32 

・分かりやすく使いやすい案内による利用促進 33 

 34 

  35 
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《具体的な施策》 1 

・交通空白の解消・防止 2 

 ◎施策の方向性 

⚫ 埼玉県生活交通確保対策地域協議会（以下、県協議会という。）を設置し、バス路線の休廃

止に係る申出に対する関係市町村、事業者との協議、調整を実施します。（県） 

⚫ 県協議会において住民の生活交通として維持・確保の必要があると認められたバス路線に

対する支援を実施します。（県） 

⚫ 路線休廃止等による交通空白解消に向けた代替手段として導入される新たな公共交通に対

する支援を実施します。（県） 

⚫ 国と連携し、「交通空白」の考え方の整理、現状把握及び公共ライドシェア等による「交通

空白」解消の方策などに関する勉強会の開催やモデル市町村を対象とした個別の検討会に

より伴走型支援を実施します。（県） 

⚫ 路線バスの減便・廃止などによる交通空白の解消・防止に向けた代替手段の検討を含む事

業者、住民等との総合調整を実施します。（市町村） 

⚫ 交通空白解消本部の取組による官民連携や県内外の事例に関する情報提供を実施します。

（国） 

⚫ 市町村等に対する必要な情報共有や新たな取組への参入を検討します。（事業者） 

◎具体的な事例 

■ 路線再編による交通空白の未然防止（飯能市） 

飯能市では、民間路線バス事業者から路線維持困難な旨の申出を受け、地域住民と協議をしなが

ら、市が路線の再編案である「実施方針」（ダウンサイジング、支線化）を作成し、実施方針に基

づき運行を行う事業者を公募により決定し、国の認定、支援を受けた運送サービスを継続したこと

で空白期間を経ることなく、持続可能な運送サービスへの移行を実現しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）国土交通省ホームページ 
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■ 公共ライドシェアによる交通空白の未然防止（ときがわ町） 

 ときがわ町では、民間バス路線の運休による交通空白の発生防止に向け、公共ライドシェアの制

度を活用した町営バスの運行を開始しています。 

 町営バスの運行経路は民間路線バ

スの運行ルートと同一経路、同一バ

ス停とし、従来は乗り換えが必要で

あった区間が乗換不要となるなど、

できる範囲での利便性向上にも努め

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）ときがわ町ホームページ 

 

■ 日本版ライドシェアによる時間的な空白に対する移動手段の確保（行田市） 

 行田市では、夜間における駅や市内での飲食後の移動手段に困難が生じており、これにより、市

民の円滑な移動が困難であるとともに、コロナ禍により影響を受けた地域経済の回復を阻害する

要因にもなっています。 

 そこで、夜間における市民の移動需要に応えるため、日本版ライドシェア活用の申出書を提出

し、令和 6年 12月より運行が開始されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）行田市ホームページ 令和 6 年度第 4 回行田市地域公共交通会議資料 
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■ 交通空白地区住民からの要望による AIデマンド交通の運行 

 さいたま市では、交通空白地区の住民からの要望により、デマンド交通の実証運行を実施してい

ます。岩槻区柏崎・美幸町地区で実証実験中のＡＩデマンド交通（愛称：チョイソコさいたまいわ

つき号）は、「コミュニティバス等導入ガイドライン」に準じて、路線バスの補完交通として導入

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）さいたま市ホームページ 令和４年度さいたま市地域公共交通協議会 第１回バス専門部会 
 

■ バス路線の休廃止に伴う埼玉県生活交通確保対策地域協議会での協議 

 県では、地域住民の生活を守るため、埼玉県生活交通確保対策地域協議会を設置し、バス路線の

休廃止に係る申出に対する関係市町村、事業者との調整等を実施しています。 

 埼玉県内のバス路線を廃止又は休止しようとする場合又は事業者単独での事業の継続が困難で

ある場合には、当該路線の休廃止等を予定する日の一年前までに協議会に対し申出を行う必要が

あります。 

 休廃止の申出があった際には協議会構成員である関係市町村において、生活路線に該当するか

否かの検討を行います。県は生活路線に該当すると判断された路線に対して、市町村とともに対応

策の検討を行うなど、必要な助言を行い、事業者と関係市町村との相互調整を実施していきます。 
 

＜県として把握した休廃止の申出状況※＞ 

該当年度 休廃止申出系統数 （路線数） 

令和 3年度 3 2 

令和 4年度 0 0 

令和 5年度 12 8 

令和 6年度 16 10 

 ※「県として把握した路線の休廃止」は以下の手続きによるものに限る≫ 

  ① 埼玉県生活交通確保対策地域協議会に対して休廃止の申出があったもの 

  ② 道路運送法に基づく国土交通大臣への休廃止の届出のうち、「旅客の利便を阻害 

    しないと認められる場合」に該当しないもの（休廃止の６か月前までに届出が必要と 

    なり、関係自治体への意見聴取が行われる） 

1 
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・地域公共交通の枠組みの拡大 1 

 

 

 

◎施策の方向性 

⚫ 従来の公共交通サービスに加えて、企業・病院・学校等の送迎バスや NPO法人等が運行する公

共ライドシェア（交通空白地有償運送、福祉有償運送）など地域の多様な輸送資源を活用した

移動手段の導入を検討します。（市町村） 

⚫ シェアモビリティなど既存の地域公共交通を補完する”準”公共交通の導入を検討します。

（市町村） 

⚫ 市町村が開催する協議会における新たな交通手段導入に関する合意形成を支援します。（県、

国） 

⚫ 権限移譲を受けている公共ライドシェアの登録事務に関して、市町村や NPO 法人等との相談

調整等を実施します。（県） 

⚫ 単独市町村では検討や調整が難しいことも多くなるため、研修会を通じた県内における先進

進事例の横展開や、主体となり得る各分野の業界団体等への働きかけなどに努めます。（県） 

⚫ 市町村等に対する必要な情報共有や新たな取組との連携を検討します。（事業者） 

 

◎具体的な事例 

■ NPO法人による交通空白地有償運送（飯能市） 

 飯能市では、交通空白地有償運送として NPO 法人奥武蔵グリーンリゾートによる「奥武蔵らくら

く交通」が実施されています。 

平成 30 年 12 月から吾野・東吾野

地区を範囲として運行開始し、地

域住民の買い物や通院等の日常の

お出かけの足だけでなく、観光客

の観光目的でも利用されていま

す。 

 吾野地区・東吾野地区に在住・在

勤で利用登録をした方及び当該地

域に来訪された方を対象とし、吾

野地区・東吾野地区内及び当該地

区と飯能市内の移動に利用するこ

とができます。 

 

 

 

 

 

 

出典）飯能市ホームページ 奥武蔵らくらく交通 
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■ 社会福祉法人による福祉有償運送（小鹿野町） 

 福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な

輸送サービスが確保できない場合に認められ、NPO法人や社会福祉法人などが、実費の範囲内（営

利とは認められない範囲）の対価により、乗車定員 10人以下の自家用自動車を使用して当該法人

等の会員に対して行う個別の輸送サービスであり、県内各地の事業者により運行されています。 

 小鹿野町では、要介護者や身体障害者等の通院や買い物、通所等の移動について不便さを解消

し、移動の利便を図ることを目的とした福祉有償運送（ハッピー・パートナー）が社会福祉協議会

により運行されています。小鹿野町に住所があり、要支援・要介護認定を受けている人など、単独

での移動が困難な方を対象とし、医療機関や買い物、イベント、レジャー等の移動に利用すること

ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）小鹿野町社会福祉協議会ホームページ 

 

■ 市内の病院の送迎バスを活用した高齢者外出支援事業（狭山市） 

 狭山市では、病院が運行している送迎バスの空席を活用し、市内の交通空白地域から最寄りの公

共交通機関等への移動の支援を行うとともに、高齢者が気軽に買い物や通院等の外出ができる交

通手段を確保することを目的とした高齢者外出支援事業を市内の病院の協力を得て実施していま

す。狭山市に在住する 70歳以上の方など、所定の条件を満たす方が利用料金無料にて利用するこ

とができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）狭山尚寿会病院ホームページ 
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■ 市内の介護保険施設の送迎車両を活用した住民移送事業（飯能市） 

 飯能市では、介護保健施設が運行する送迎車両

の空席を活用した住民移送事業を実施していま

す。施設利用者だけでなく地域住民も利用可能と

することで、 路線バスの空白時間帯における住

民のおでかけの足を確保しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）飯能市ホームページ 

 

■ スマートシティさいたまで取り組むシェア型マルチモビリティ 

 さいたま市では、「市民のウェルビーイングな暮らしを実現する＜スマートシティさいたま＞」

の構築に向け、モビリティサービスによりだれもが移動しやすく、「人にも環境にもやさしい」ウ

ォーカブルな都市空間・環境を構築をコンセプトに、さいたま市内全域で移動利便性の向上と脱炭

素化を目指す取組を推進しています。 

 シェア型マルチモビリティを活用し、事業採算性の確保と公共交通の補完機能を両立したステ

ーションの拡充・展開を行い、 社会的ニーズに合わせたモビリティの導入による移動の選択肢の

確保に向け、取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）さいたま市ホームページ シェア型マルチモビリティの実証実験 

  1 
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・観光施策と連携した地域鉄道の活性化 1 

 ◎施策の方向性 

⚫ 大量輸送という大きな強みを有する鉄道を活性化し、当該地域だけでなく、県全体の価値向上

につなげていきます。（県、市町村、事業者） 

⚫ 沿線自治体と連携し、地域鉄道の安全輸送に関する取組への支援を実施します。（県） 

⚫ インバウンド需要をチャンスと捉え、外国人観光客誘致等による利用促進に努めます。（県、

市町村、事業者） 

⚫ 安全に関する設備投資や人材の確保に努め利用促進策を検討します。（事業者） 

⚫ 地域鉄道の経営状況、利用促進策等の状況を踏まえ、地域鉄道の活性化に向けた施策を検討し

ます。（県、市町村） 

 

◎具体的な事例 

■ ちちてつサイクルトレインによるモデルコース紹介 

 秩父鉄道は、羽生駅（羽生市）から三峰口駅（秩父市）の 71.7㎞を運行する地域鉄道です。秩

父鉄道は、羽生（東武伊勢崎線）、熊谷（JR高崎線、上越・北陸新幹線）、寄居（JR八高線、東武

東上線）、御花畑（西武秩父線）で他路線と接続し鉄道ネットワークの充実に寄与するとともに、

沿線住民の日常の交通手段として、また、沿線に多く立地する観光スポットへの欠かせない路線と

して運行しています。 

 利用者促進策として「ちちてつサイクルトレイン」を運行するなど、観光施策を踏まえた活性化

に努めています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）秩父鉄道ホームページ サイクルトレインパンフレット 

2 
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・分かりやすく使いやすい案内による利用促進 1 

 ◎施策の方向性 

⚫ 地域内を運行する公共交通の情報を統合・整理し、県民に分かりやすく提示します。（市町村） 

⚫ 路線バスやコミュニティ交通の効率的な運行や利用者利便の向上に資するため、GTFS データ

を整備します。（市町村、事業者） 

⚫ オープンデータポータルサイトを整備し、コミュニティ交通等の GTFS データの利活用を促進

します。（県） 

⚫ 分かりやすい情報表示や省力化に向け、スマートフォン向けアプリ、スマートバス停等、DXを

活用した情報提供を検討します。（市町村、事業者） 

⚫ 市町村や事業者の利用案内を一元的に整理し、ホームページ等で公共交通情報を提供します。

（県） 

⚫ 市町村や事業者を集めた研修会等において、利用促進策の横展開を実施します。（県） 

 

◎具体的な事例 

■ 市内を運行しているバスを網羅したマップによる周知（さいたま市） 

 民間路線バスについては事業者ごとに路線図を作成しており、統一された路線図が作成されて

いないことにより、バスが多く走っている地域においてはかえって迷ってしまうことも少なくあ

りません。市町村においても、コミュニティバスを主体に路線図を作成されていることが多く、民

間路線バスの詳細が把握できない事例も散見されます。 

 さいたま市では、市内で運行しているバスやコミュニティバスを網羅した路線マップを作成し、

バスの乗り方・降り方や、主要駅のバスのりば案内等も掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）さいたま市ホームページ さいたま市バス路線マップ 
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■ 多様な輸送手段を掲載した公共交通マップによる周知（鳩山町） 

 鳩山町では、町内の公共交通に関する情報を掲載した「はとやま公共交通マップ」を作成し、町

内全戸に配布して公共交通の周知を行っています。路線バスの時刻表や運賃表をはじめ、デマンド

タクシーの利用方法（予約）など、利用者目線に立った内容が掲載されています。 

 また、町内の多様な輸送資源を活用した移動支援として、福祉有償運送やハンディキャブ貸出事

業（福祉車両の貸し出し）など、地域の移動資源の総動員の観点から、公共交通以外の移動手段も

掲載し、様々な移動手段の周知を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）鳩山町ホームページ 令和 6 年版 はとやま公共交通マップ 
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■ GTFS（標準的なバス情報フォーマット）の整備促進による情報提供の向上 

 GTFS（General Transit Feeds Specification）は経路検索サービスや地図サービスへの情報提

供を目的としてアメリカで策定された世界標準の公共交通データフォーマットのことです。 

 一定のルールで作られたファイルで構成され、「公共交通の情報を利用者に届ける」手段の一つ

として普及しています。 

 日本ではインターネット等での経路検索におけるバス情報拡充を目的として、「標準的なバス情

報フォーマット」が定められ、埼玉県をはじめとして多くの地域でオープンデータとして公開され

ています。データは、ダイヤ情報や運賃情報などの静的情報と、当日の運行状況や乗車人数など、

動的情報があります。 

 県でもオープンデータを公開していますが、自治体によって公開しているデータは異なり、交通

の情報も県内すべての市町村で公開されてはおらず、完全なものにはなっていません。 

 データ整備が進めば、様々な情報提供が可能となり、より公共交通を利用しやすくなるほか、交

通分析や MaaSの推進にも寄与することとなり、地域公共交通の利便性が一層高まります。 

 

＜例＞岐阜県中津川市におけるオープンデータを活用した地域公共交通政策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）令和 7 年度第 1 回埼玉県交通政策研修会資料 
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